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（仮称）大手前まちづくり交流館（イメージ）



諸室の概要



配置計画



平面計画　①



平面計画　②



ホール計画　①



ホール計画　②



※設備や備品等については継続検討する

食育活動支援室



市民協働センター



※設備や備品等については
　継続検討する

子育て支援室



広場については継続検討する

広場の考え方



■施設概要 ４．事業・活動が広がるイメージ ■利用規則
　○各施設内での活動を連携させた事業

１．（仮称）大手前まちづくり交流館の紹介 １．基本方針

　　○本施設は多くの市民や来訪者が利用する日常的な活動・交流の場で

　　　　あるため、各施設機能を十分に発揮するとともに、複合施設であるこ

　　○文化芸術の鑑賞・創造機能、食育活動・子育て支援・まちづくり等の 　　　　とのメリットを最大限に生かし、効率的かつ効果的なサービス提供が

　　　市民活動を支援する活動支援機能、地場産品等の開発・研究・展示 　○施設同士を一体利用する事業 　　　　できるような施設の管理を目指す。

　　　機能、情報発信機能、交流創出機能を有する複合施設 　　○バス待合や地域の安心・安全、本施設が交流の場であることを考慮

　　○誰もが気軽に集まり、人々の居場所となる安全・安心な施設 　　　　し、施設ごとに休館日の設定を検討する。

　　○市民から愛される施設、利用される施設として、開館後の利用形態、

２．複合施設を構成する施設と機能 　　　　活動内容等を調査、ヒアリングすることで、開館日・開館時間、利用

　○市民団体等と協働連携する事業 　　　　可能時間を検討する。

　　○施設内は基本飲食可能とするが、市民の意見や施設特性等を考慮

　　　　して、アルコールの可否の検討も含めてルール・マナーづくりを行う。

２．貸施設利用の基本方針
　　○貸施設を多くの市民が効率的に利用できるよう、利用区分の細分化

　　☆複合施設を構成する各施設が個々に機能を発揮するとともに、 　　　　を基本とする方針で検討する。
　　　　各分野が連携・融合し相乗効果を生み出す事業を展開する。 　　○時間区分を細分化することで、空き時間の発生が想定されることから、

　　　　空き時間の利用を促進するような料金設定等について検討する。

　　☆共用部のフリースペースに人が集まる仕掛けや各施設の

　　　　平日昼間の稼働が高まる運営を行う。

■収支計画
　　☆市民参画・協働による活動や事業が、世代や地域を超えた交流や

　　　　賑わいを創出し、街中へ広がることを期待する。 １．基本方針

　　○文化芸術、情報発信の拠点、人々の交流の拠点としての機能を適正

　　　　に維持していくために必要な経費の確保に努める。

■運営体制計画 　　○積極的な広報活動により、収入の確保に努める。

　　○地域の文化力の向上や市民活動の活発化により、施設稼働率を上げ

１．基本方針 　　　　収入を確保する。

　　オープンから当面の期間は市の直営による管理運営を行うが、サービ 　　○外部資金を自主事業財源として有効活用する。

■事業計画 　　スの向上、専門人材の確保育成、市民の活躍と雇用の場の創出の観 　　○市民ボランティアの参加を促進する仕組みを構築することで、事業費

　　点から、指定管理者制度の導入のほか、自主事業の運営に市民や市 　　　　を効果的に活用する。

１．開館事業 　　民公益活動団体（ＮＰＯ等）に任せるといった市民協働による運営も含

　　○プレ事業 　　めて検討する。 ２．収支イメージ

　　　　複合施設の完成前に、施設に対する関心や愛着を醸成する事業

　　○開館記念事業 ２．専門スタッフの起用・育成

　　　　複合施設完成後に、より一層の市民意識を醸成するための事業 　　音楽・演劇をはじめ多様な事業を企画・実施していく役割を担うととも

２．自主事業 　　に、文化活動を行う市民や利用者に対して適切に支援できる専門家

　　○個別事業 　　の配置を検討する。

　　　　複合施設内の各施設が行う個別事業

　　○連携事業 ３．市民参画

　　　　複合施設内の施設同士が連携して行う事業 　　本施設の多種多様な活用と市民活動の促進を図るため、施設の管理

　　○市民自主事業 　　運営を支援する市民ボランティア（サポーター）組織を導入するなど、

　　　　市民が自ら企画立案し実施まで行う事業 　　積極的な市民参画による運営を検討する。

　　○市民提案事業 ３．経費予測

　　　　市民からの提案要望に基づき実施する事業 ４．市民参画の促進制度 　　　○維持管理費　：  　7,800万円

３．貸館事業 　　ボランティアの活動報酬として会員通貨を発行して施設の使用料や

　　○貸館事業 　　チケット料金として使える制度を構築する等、市民参画を促進する 　　　○事　 業 　費　：　　3,000万円

　　　　複合施設内の各施設の貸し出し事業 　　仕組み作りを検討する。 　　（同財政力規模・同人口規模市からみた目標値）

（仮称）大手前まちづくり交流館　管理運営計画の考え方

 人々の活動を、支え・高め・広げる複合施設

管理費 光熱水費 修繕費

内訳 職員給与など
設備点検、

清掃、警備
などの費用

電気、水道、

ガスなどの
使用料

小規模

修繕費

収入
貸館
収入

自主
事業
収入

助成金

内訳
施設・備
品の貸出

料金

チケット
代、参加

料等

国、民間

等から
の補助

金、助成

金等

市負担金

運営管理に係る総経費から施設貸館料金収入および
自主事業入場料収入・助成金を差し引いた金額

支出

事業経費

維持管理費
人件費 事業費

事務費

通信費、

消耗品費
など

•文化芸術振興、鑑賞・発表・創作活動

•各種展示会、パーティー、イベント等の開催

市民ホール（大ホール・小ホール）

•まちなかキッチンスタジオ（料理教室・食育セミナー）

•地場産品の開発・研究

食育活動室

•地域の課題解決や活性化に取り組む市民団体等の活動拠点

•ミーティング、資料作成、活動相談、団体同士の情報交換

市民協働センター

•子ども広場、子育て相談、一時預かり

•子ども自身の育ち「子育ち」と、パパやママの「子育て」をサポート

子育て支援室

•音楽、ダンス、美術・書道等多様な文化芸術活動

•会議、講習会等の開催

スタジオ・会議室

•様々な活動につながる図書、食育・子育て情報誌の設置

•観光・イベント案内、文化芸術、市民活動の情報発信

図書・情報

図書
活動

食育
活動

子育
活動

絵本に出た

料理を親子で
クッキング

食育
施設

ホール
施設

ロビー・
広場 食の文化祭

市民
団体

商工
会等

子育
活動

仕事体験



■大手前開発事業　（仮称）大手前まちづくり交流館開館までの検討プロセス（案）

．

管理運営の考え方・方針を整理   
 

□ 管理運営基本計画 □ 管理運営実施計画 □ 設置条例 □ 友の会検討 □ 備品納入・備品台帳整備
□ プレイベント等、事業実施体制の確立 □ 施行規則 □ 委託仕様書作成

□ 仮パンフレット・ＨＰ □パンフレット
□ 経験者等の職員採用 □運営内規・マニュアル作成
□ 施設予約システム検討 □ 施設予約システム導入・カスタマイズ
□ チケットシステム検討 □ チケットシステム導入・カスタマイズ

※運用は開館の1年前
□ 大道具・特注家具発注
□事務備品・消耗品発注

Ｈ３１年度 Ｈ３２年度

開館準備組織（市民参加）設立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
開
　
　
　
　
館

開館後の市民参加組織

Ｈ３０年度Ｈ２８年度

管理運営実施計画検討部会

意見交換
助言
確認

報告

Ｈ２７年度 Ｈ２９年度Ｈ２６年度

佐伯市民

市民会議・高校生部

大手前開発基本計画

協議会議

基本計画

提案書

基本計画

策定
設計

プロポーザル

庁内ＷＧ

基本設計

業務概要
基本設計

利用者ヒアリング

大手前開発

庁内推進体制

佐伯市民

大手前開発基本設計

推進会議

管理運営

基本計画

管理運営

基本的な考え方

管理運営検討委員会

（有識者・市民代表）

管理運営

実施計画

実施設計

佐伯市民

公募

食育部会

子育部会

協働部会

合同部会

プレイベント

開館準備

建設工事

習熟

開館記念

事業

大手前開発推進室まちづくり推進課

庁内ＷＧ

文化部会

高校生部会

開館までの検討プロセス（案）
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平成29年度

大手前開発事業　概略工程表大手前開発事業　概略工程表

基本設計

平成30年度 平成31年度平成28年度

実施設計

地質調査等

建築工事

道路工事

区　　分 平成27年度

◇ 基本設計

工期

28.3.26 ～ 28.12.20

◇ 実施設計 工期 ～
29.9

◇ 地質調査

◇ 地下構造物解体撤去工事

◇ 入札準備 29.9 ～ 29.12
◇ 契約議決 30.3議会

◇ 交流館建築工事 30.3 ～ 32.3
◇ 情報発信施設(バス待機能含む) ～30.3

・ 国道217号
・ 市道大手前新小路線

・ 市道西谷新屋敷線

・ （仮称）市道大手前バス循環線 ほか

◇ 30.4 新バスルート供用開始



　　　　　　　　　　大手前開発事業　概算事業費・財源内訳　（平成２８年１１月）

◆　概算の整備事業費

数量 概算金額 数量 数量 事業費 増減率

測量地質調査

基盤整備設計等

補償調査等

建築・公園設計監理

敷地造成工事

道路

広場

駐車場

上下水道

水路

ホール棟
複合施設

約6,700㎡ 4,730,000 約6,300㎡ △400㎡ 680,000 14.4

情報発信施設・庇 一式 一式 一式 84,000 皆増

用地補償 用地・建物補償等 － 1,030,000 － － 5,000 0.5

6,320,000 1,270,000 20.1

◆　財　源　内　訳　（　試　算　）

※　基準財政需要額への算入額・未算入額は、合併特例債の元金に係る償還金を計上している。

1,035,000

合　　　　　　計 7,590,000 -------

118.8

地下構造物解体撤去工事の増

取付道路３路線、（仮称）大手前バス循環線工事の増

野外劇場前広場工事の増

サイン、照明、駐輪場工事の増
－基盤整備 260,000 569,000 309,000一式 一式

建築工事
5,410,000

１棟建てに伴う延床面積の減
建設費高騰による増など

84,000 情報発信施設、歩道の庇工事の増

測量及び試験費 300,000 492,000 192,000 64.0
地下水路測量設計等

事業損失調査、建物再算定、文化財調査の増

監理業務等の増

一式 一式 －

増減の主な要因
概算金額

事業区分 項目
基本計画時（平成２６年度概算） （平成２８年１１月概算） 増減比較

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備事業）

１，９８８，６００千円

合　　併　　特　　例　　債
５，２４９，０００千円

一般
財源

基準財政需要額への算入額
３，６７４，３００千円

未算入額
１，５７４，７００千円

＋５６８，６００千円 ＋６７９，０００千円 ＋２２，４００千円

建設事業費　　　６，３２０，０００千円

建設事業費　　７，５９０，０００千円

一般
財源

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備事業）

１，４２０，０００千円

合　　併　　特　　例　　債
４，５７０，０００千円

基準財政需要額への算入額
３，１９９，０００千円

未算入額
１，３７１，０００千円 ３３０，０００千円

３５２，４００千円


